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会社の新株予約権等に関する事項
1．当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権
等の状況
2013年12月11日開催の取締役会決議による新株予約権

（1）新株予約権の払込金額 払込を要しない
（2）新株予約権の行使価額 １個につき2,200円
（3）新株予約権の行使条件
① 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使ができるものとする。
② 本新株予約権は、当会社の株式が東京証券取引所又はその他株式市場（国内外を問わ
ず。）に上場した場合に限り行使することができる。

③ 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当会社、当会社子会社の取
締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当会社に対する過去の貢
献や将来のその期待に鑑み、当会社取締役会が相当と認める場合は、別異の取扱をす
ることができる。

④ 本新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することがで
きる。

（4）新株予約権の行使期間 2015年12月12日から2023年12月12日まで
（5）当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取 締 役 700個 普通株式 7,000株 1名

監 査 役 ―個 普通株式 ―株 ―名

2．当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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会社の業務の適正を確保するための体制
当社が会社の業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容は以下

のとおりです。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）当社及び子会社の取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令及
び定款を遵守し職務を執行する。コンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプラ
イアンス規程」を制定し、「コンプライアンス委員会」がこれを統括する。

（2）取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、職務の執行状況を取締役会
に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督する。取締役の職
務の執行状況は、監査役監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受けるものとす
る。

（3）内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務執行部門から独立した立場で継続的に内
部統制システムの運営状況についての内部監査を行い、その結果を被監査部門にフィード
バックするとともに、取締役会及び監査役に適宜報告する。

（4）取締役及び使用人の職務の執行に係る法令遵守上疑義のある行為等については、「コン
プライアンス委員会」が対処するものとし、不祥事の未然発見及び再発防止に努める。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、法令を
遵守し、文書又は電磁的媒体に適切に記録し保管する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の記録、保管状況について、監査役の監査を受けるもの
とする。また、法令に則り必要な情報開示を行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）取締役会は、リスク管理に関する基本方針を決定する。「リスクマネジメント規程」を
制定し、当社又はグループ各社のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確にす
る。「リスクアセスメント委員会」がこれを統括する。

（2）「リスクアセスメント委員会」は、経営リスクの把握、分析及び評価を行い、取締役会
等に対して提供する。

（3）不測の事態が発生した場合には、会長指揮下の対策本部を設置又は対応責任者を定め、
迅速な対応による損失拡大の防止に努めるものとする。

― 2 ―

2021年10月22日 17時54分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離す
ることにより、経営の効率化と責任の明確化を図る。

（2）当社は、取締役会を少なくとも月１回開催するものとする。取締役会で決議する重要な
事項は取締役会規程において定め、必要に応じ執行役員会において事前に議論を行う。

（3）取締役会は、経営基本方針及び経営目標・予算を策定し、執行役員は取締役会が策定し
た経営目標・予算の達成に向けて職務を執行する。

5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）当社及び子会社は、社会的規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守す
る。

（2）当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率
的な運用を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき当社グループの連結経営を実践
する。

（3）子会社は、当社との連携・情報共有を密に保ちつつ、自律的に内部統制システムを整備
する。子会社の規程は当社の規程類に準じて整備されるべきものとする。

（4）「内部監査室」は、当社及び子会社における内部監査を定期的に実施又は統括し、当社
グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

（5）監査役は子会社の監査役と連携して子会社の業務執行状況を監査し、当社グループの連
結経営に対応したグループ全体の業務の適正を監視、監査する。

6. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制、並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

（1）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の職務が適
切に行われるよう、適切に対応するものとする。

（2）当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒につい
ては、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確
保するものとする。
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7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
（1）当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の遂行に関する法令違反、定款違反及び不
正行為の事実、又は当社又はグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見
したときは、直ちに当社監査役に報告するものとする。

（2）当社及び子会社は、「社内通報制度規程」に基づき通報者保護に努めるものとする。
（3）取締役は、取締役会等の重要な会議において、担当職務の執行状況及び経営に必要な社
内外の重要事項についての報告を行う。監査役は、当該会議に出席し、職務の遂行に関す
る報告を受けることができる。

（4）監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対して監査に必要な事項の報告を求める
ことができる。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）監査役は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上の重要課題等について意見交
換を行う。監査役が重要な会議への出席を求めた場合これを尊重する。

（2）監査役は、内部監査室、会計監査人、子会社の監査役との定期的な情報交換を行い、連
携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。

（3）監査役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用
で法律・会計の専門家を活用することができる。

9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
（1）当社の財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保
し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告にかかる内部統制の体制を整備する。

10. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
（1）当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう
ゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」
という）との関係を一切遮断する。

（2）当社は、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行う。
① 反社会的勢力対応部署の設置
② 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
③ 外部専門機関との連携体制の確立
④ 反社会的勢力対応マニュアルの策定
⑤ 暴力団排除条項の導入
⑥ その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりです。
1．取締役及び使用人の職務執行の法令・定款への適合性及び効率性の確保
定例取締役会を毎月１回、臨時取締役会を３回開催し、定例報告確認事項のほか、「取締

役会規程」に定められた重要項目について確認・決定するとともに、取締役の職務執行状況
等のモニタリングを行いました。
また、会長が委員長を務める「コンプライアンス委員会」を四半期ごとに開催し、重要確

認事項について主管部署及び各子会社から報告を受けました。
2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理
取締役会議事録、稟議書、会計帳簿その他の業務執行に関する電子情報を含む資料につい

て、種類ごとに所定の方法により作成、保管をしております。
3．損失の危険の管理
当社グループの主要なリスクについて、会長が委員長を務める「リスクアセスメント委員

会」に於いて審議し、各社社長からリスク軽減に向けた対応策の報告を受け、確認しまし
た。
4．取締役及び使用人から監査役への報告
当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役に対して法定の報告のみならず、当社

グループの業績等、当社グループの業務状況につき、定期的又は当社監査役の要請に応じて
報告を行っております。
5．監査役の監査体制
監査役は、取締役会への出席及びグループ各社の取締役会及びその他の重要会議への出席

を通じて報告を受けるとともに、必要がある場合には意見を述べ、稟議書等の業務執行に関
わる重要書類を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求める等、より健全な経営体制と効率的
な運用を図るための助言を行いました。また監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査
室、当社グループの取締役及び執行役員、各事業部門との情報交換に努め、連携を保ちなが
ら監査の実効性を確保しております。
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連結株主資本等変動計算書
　

（ 2020
2021

年
年
９
８
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
　

株主資本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当期首残高 971,631 891,155 1,578,237 △25 3,440,998

当期変動額
新株の発行 16,606 16,606 － － 33,212

剰余金の配当 － － △98,621 － △98,621
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － 463,218 － 463,218

自己株式の取得 － － － △23 △23
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 16,606 16,606 364,597 △23 397,785

当期末残高 988,237 907,761 1,942,834 △49 3,838,784
　

その他の包括利益累計額
非 支 配 株 主
持 分

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 △3,692 △63,489 △67,182 227,877 3,601,693

当期変動額
新株の発行 － － － － 33,212

剰余金の配当 － － － － △98,621
親会社株主に帰属する
当期純利益 － － － － 463,218

自己株式の取得 － － － － △23
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △105 18,042 17,936 △23,407 △5,470

当期変動額合計 △105 18,042 17,936 △23,407 392,315

当期末残高 △3,798 △45,446 △49,245 204,470 3,994,009
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 ５社
連結子会社の名称 JESCO株式会社（注）

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
JESCO SUGAYA株式会社
JESCO CNS VIETNAM COMPANY LIMITED

（2）非連結子会社の名称
JESCOエキスパートエージェント株式会社
連結の範囲から除いた理由
上記の非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益、及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

（3）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（4）連結子会社の事業年度等に関する事項
国内連結子会社（２社）の決算日は、連結決算日と一致しております。
海外連結子会社のうち、JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY、JESCO CNS VIETNAM

COMPANY LIMITEDの決算日は、６月30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在
の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお
ります。
また、JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANYの決算日は、12月31日で
あります。連結計算書類の作成にあたっては、JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの決算日現
在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
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（5）会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
a.有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

b.たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
未成工事支出金
個別法
原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
a.有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。
また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し

ております。
在外連結子会社は見積耐用年数による定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３年から49年
機械装置及び運搬具 ２年から17年
工具、器具及び備品 ３年から15年

b.無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいており

ます。
c.リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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③重要な引当金の計上基準
a.貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
b.賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しており
ます。
c.工事損失引当金

受注工事の損失発生に備えるため、当連結会計年度末における手持受注工事のうち、翌連結会計
年度以降に損失発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積ることができる工事について、その損
失見込額を計上しております。

④退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑤重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高の計上基準
完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事
完成基準を適用しております。

⑥重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算
調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

⑦のれんの償却方法及び償却期間
効果の及ぶ期間（10年間）の定額法により償却しております。

⑧その他連結計算書類の作成のための重要な事項
a.重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間（10年間）にわたり定額法により償却しております。

b.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、また、控除対象外消費税及び地方
消費税は、当連結会計年度の費用として販売費及び一般管理費に計上しております。
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（6）表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当連結会計

年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記
載しております。

（7）会計上の見積りに関する事項
①工事進行基準による完成工事高
a.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
工事進行基準による完成工事高 3,357,492千円
b.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する状況
当社グループは、重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、完成工事高の計上は、当連結
会計年度末までの進捗度部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工
事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま
す。
工事進行基準の適用に当たっては、工事収益総額及び工事原価総額並びに期末における工事進捗

度を合理的に見積る必要があり、顧客からの発注段階において、当社グループでは、受注金額や建
設資材費・労務費・外注費等の費用を含む実行予算を策定し、工事収益総額及び工事原価総額を見
積っております。しかし、工事案件を取り巻く環境の変化（仕様変更・追加発注、工期の変更によ
る追加原価の発生及び建設資材価格の高騰等）が生じた場合、工事収益総額や工事原価総額が変動
するとともに、期末における工事進捗度の見積りにも影響を与えることとなります。
当社グループはこれらの見積りについて、工事の進捗に伴い継続して見直しを行っております

が、一定の不確実性が伴うことから、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要
な影響を与える可能性があります。

②工事損失引当金の計上
a.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
工事損失引当金 1,004千円
b.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する状況
当社グループは、重要な引当金の計上基準に記載のとおり、受注工事の損失発生に備えるため、

当連結会計年度末における手持受注工事のうち、翌連結会計年度以降に損失発生が見込まれ、か
つ、金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見込額を計上しております。
工事損失引当金の計上においては、工事原価総額の見積りが重要となりますが、工事案件を取り
巻く環境の変化（仕様変更・追加発注、工期の変更による追加原価の発生及び建設資材の高騰等）
が生じた場合、工事原価総額が増加する可能性があります。その結果、工事原価総額が工事収益総
額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過す
ると見込まれる額のうち、当該工事案件に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損
失引当金として計上しております。
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当社グループはこれらの見積りについて、工事の進捗に伴い継続して見直しを行っております
が、一定の不確実性が伴うことから、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要
な影響を与える可能性があります。

③繰延税金資産の回収可能性
a.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産（繰延税金負債と相殺前） 95,453千円
b.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する状況
当社グループは、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実
と考えられる部分に関しては評価性引当額を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将
来の事業計画及び一時差異等の解消スケジュール等に基づく課税所得見積額に影響を受けることと
なります。将来の課税所得見積額は、経営環境等により変動するため、課税所得の発生時期及び金
額が当連結会計年度の見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金
額に重要な影響を与える可能性があります。
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２．連結貸借対照表に関する注記
　

（1）担保資産
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
現金及び預金 170,763千円
建物及び構築物 1,623,391 〃
土地 4,706,062 〃
計 6,500,217千円

１年内償還予定の社債 50,000千円
社債 275,000 〃
短期借入金 500,000 〃
１年内返済予定の長期借入金 136,820 〃
長期借入金 2,517,085 〃
計 3,478,905千円

（2）資産から直接控除した減価償却累計額
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 787,547千円
機械装置及び運搬具 88,603 〃
工具、器具及び備品 236,978 〃
リース資産 199,780 〃
計 1,312,909千円

（3）長期未払金
長期未払金は、主に、従来内規に基づき計上していた役員退職慰労引当金を、2013年８月20日開催

の臨時株主総会において打ち切り支給することを決議しており、打ち切り支給額の未払分を計上したも
のであります。

　
（4）手形割引高

受取手形割引高 20,114千円
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
　

（1）発行済株式に関する事項
　

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 6,579,600 70,400 － 6,650,000
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加 7,100株
譲渡制限付株式報酬の付与に伴う新株式の発行による増加 63,300株

（2）配当に関する事項
①配当金支払額

　

決 議 株式の
種 類

配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2020年10月14日
取締役会 普通株式 98,621 15.00 2020年８月31日 2020年11月27日

　
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　

決 議 株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2021年10月13日
取締役会 普通株式 利益剰余金 93,023 14.00 2021年８月31日 2021年11月29日

（3）当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
普通株式 122,000株
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４．金融商品に関する注記
　

（1） 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入

れ等により実施しております。
営業債権である受取手形、完成工事未収入金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに

関しては、当社グループの債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場会社については四半期ごとに時価の把握を行ってお

ります。
　
（2） 金融商品の時価等に関する事項

2021年８月31日（当連結会計年度決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
については、次のとおりであります。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額（※） 時 価（※） 差 額

（1）現金及び預金 1,716,525 1,716,525 －
（2）完成工事未収入金 1,909,019 1,909,019 －

貸倒引当金 △205,800 △205,800 －
（3）投資有価証券

その他有価証券 8,336 8,336 －
（4）支払手形 (375,569) (375,569) －
（5）工事未払金 (756,719) (756,719) －
（6）短期借入金 (1,387,124) (1,387,124) －
（7）未払法人税等 (98,811) (98,811) －
（8）社債 (325,000) (325,351) 351
（9）長期借入金 (2,993,905) (2,786,230) △207,674
（10）リース債務 (32,884) (31,296) △1,587
　

※ 完成工事未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
※ 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注）１．（1）現金及び預金、（3）完成工事未収入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。ただし、一部の完成工事未収入金については長期の回収が見込まれており
ますが、回収期日が不明確なため、短期間で決済されるものとして取り扱っております。

（3）投資有価証券 その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は日本証券業協会の基準気
配値によっております。
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（4）支払手形、（5）工事未払金、（6）短期借入金、（7）未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。
（8）社債、（9）長期借入金、（10）リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の取引を新規に行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。また、社債、長期借入金及びリース債務に
は、それぞれ、１年内償還予定の社債、１年内返済予定の長期借入金及び１年内返済予定のリ
ース債務を含めて表示しております。

２．非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）
投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。また、長期未払金（制度廃止に伴う役
員退職慰労金計上分）も、同様の理由から記載しておりません。

　
５．賃貸等不動産に関する注記
　

（1）賃貸等不動産の状況に関する事項
当社グループは、東京都等において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む)を有しております。なお、賃

貸用のオフィスビルの一部については、当社および一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産
として使用される部分を含む不動産としております。

　
（2）賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

6,635,508 7,081,636

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり
ます。

２．時価の算定方法
主として、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて算定した金額であります。

　
６．１株当たり情報に関する注記
　

１株当たり純資産額 570円33銭
１株当たり当期純利益 70円04銭
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７．その他の注記
追加情報
新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済・社会活動に多大な影響を与えておりますが、当社グループ
においては、当連結会計年度の業績に一定程度の影響はあったものの重要な影響はありませんでした。現
時点では、新型コロナウイルス感染症が、経済に与える影響や収束の時期については不透明であり、当社
グループの業績への影響を合理的に算定することは困難ですが、当社グループでは、当連結会計年度末の
手持工事量についても十分に確保できていることから、現時点では、今後の業績への影響も限定的である
と見込んでおります。会計上の見積りについても新型コロナウイルス感染拡大の影響は考慮しておりませ
ん。
今後、新型コロナウイルス感染症の収束時期がさらに遅れ長期化した場合には財政状態及び経営成績に
も影響を及ぼし、現在の会計上の見積りの前提と大きく異なることがあります。
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株主資本等変動計算書
　

（ 2020
2021

年
年
９
８
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
　

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 971,631 563,531 289,438 852,969 46,904 323,894 1,012,863 1,383,662 △25 3,208,238

当期変動額
新株の発行 16,606 16,606 － 16,606 － － － － － 33,212

剰余金の配当 － － － － － － △98,621 △98,621 － △98,621

当期純利益 － － － － － － 305,442 305,442 － 305,442
固定資産圧縮
積立金の取崩 － － － － － △3,094 3,094 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － － △23 △23
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

－ － － － － － － － － －

当期変動額合計 16,606 16,606 － 16,606 － △3,094 209,915 206,821 △23 240,009

当期末残高 988,237 580,137 289,438 869,575 46,904 320,800 1,222,779 1,590,483 △49 3,448,248
　

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算差額等
合 計

当期首残高 △1,038 △1,038 3,207,199

当期変動額
新株の発行 － － 33,212

剰余金の配当 － － △98,621
当期純利益 － － 305,442
固定資産圧縮
積立金の取崩 － － －

自己株式の取得 － － △23
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

253 253 253

当期変動額合計 253 253 240,262

当期末残高 △785 △785 3,447,462
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採

用しております。
また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用して

おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～49年
構築物 10年～20年
車両運搬具 ２年～３年
工具、器具及び備品 ３年～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいておりま

す。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理し
ております。
②繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間（10年間）にわたり定額法により償却しております。

③消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、また、控除対象外消費税及び地方消
費税は、当事業年度の費用として販売費及び一般管理費に計上しております。

（5）表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当事業年度

の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しておりま
す。

（6）会計上の見積りに関する事項
繰延税金資産の回収可能性
a.当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産（繰延税金負債と相殺前） 28,820千円
b.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する状況
当社は、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考えら
れる部分に関しては評価性引当額を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の事業
計画及び一時差異等の解消スケジュール等に基づく課税所得見積額に影響を受けることとなりま
す。将来の課税所得見積額は、経営環境等により変動するため、課税所得の発生時期及び金額が当
事業年度の見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与
える可能性があります。
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２．貸借対照表に関する注記
　

（1）関係会社に対する短期金銭債権 21,843千円

（2）関係会社に対する短期金銭債務 212,622千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額 581,393千円

（4）担保資産
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
建物 1,623,391千円
土地 4,706,062 〃
計 6,329,454千円

１年内償還予定の社債 50,000千円
社債 275,000 〃
短期借入金 500,000 〃
１年内返済予定の長期借入金 136,820 〃
長期借入金 2,517,085 〃
計 3,478,905千円

（5）長期未払金
長期未払金は、主に、従来内規に基づき計上していた役員退職慰労引当金を、2013年８月20日開催

の臨時株主総会において打ち切り支給することを決議しており、打ち切り支給額の未払分を計上したも
のであります。

（6）固定資産圧縮積立金
　 租税特別措置法に基づいて計上したものであります。
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３．損益計算書に関する注記
　

関係会社との取引高
（1）営業取引による取引高

売上高 764,871千円
売上原価 2,038千円
販売費及び一般管理費 14,784千円

（2）営業取引以外の取引による取引高 5,451千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
　

当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 5,485株

５．税効果会計に関する注記
　

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
長期未払金 90,635千円
関係会社株式評価損 75,285千円
投資有価証券評価損 46,077千円
土地減損損失 41,247千円
減価償却超過額 10,065千円
譲渡制限付株式報酬 8,063千円
定期借地権 7,210千円
退職給付引当金 7,622千円
資産除去債務 4,731千円
賞与引当金 1,578千円
その他 3,523千円
繰延税金資産小計 296,042千円
評価性引当額 △267,222千円
繰延税金資産合計 28,820千円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 141,581千円
長期資産除去債務 4,024千円
繰延税金負債合計 145,605千円
繰延税金負債の純額 116,785千円
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６．関連当事者との取引に関する注記
　

（1）子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 JESCO㈱ 所有 直接100％

業務委託契約
の締結
資金の融通
債務被保証
役員の兼務

経営指導 340,000 ― ―

貸付の回収
（注）１ 950,000 ― ―

利息の受取
（注）１ 4,337 未収入金 563

債務被保証
（注）２ 325,000 ― ―

子会社 JESCO
SUGAYA㈱ 所有 直接100％

業務委託契約
の締結
資金の融通
役員の兼務

経営指導 75,000 ― ―

借入返済
（注）１ 50,000 短期借入金 200,000

利息の支払
（注）１ 1,079 未払金 579

配当金の受取 256,020 ― ―
　

（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、担保の受入れは
　 行っておりません。

２. JESCO㈱は、当社の金融機関に対する債務について、債務保証を行っております。

（2）役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。

７．１株当たり情報に関する注記
　

１株当たり純資産額 518円84銭
１株当たり当期純利益 46円19銭
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８．その他の注記
追加情報
新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済・社会活動に多大な影響を与えておりますが、当社において
は、当事業年度の業績に一定程度の影響はあったものの重要な影響はありませんでした。現時点では、新
型コロナウイルス感染症が、経済に与える影響や収束の時期については不透明であり、当社の業績への影
響を合理的に算定することは困難ですが、現時点では、今後の業績への影響も限定的であると見込んでお
ります。会計上の見積りについても新型コロナウイルス感染拡大の影響は考慮しておりません。
今後、新型コロナウイルス感染症の収束時期がさらに遅れ長期化した場合には財政状態及び経営成績にも
影響を及ぼし、現在の会計上の見積りの前提と大きく異なることがあります。
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